
 

八街市健康プラン策定委員会設置要綱を次のように定める。 

　　令和８年５月２９日 

 

八　街　市　長　　北　村　　新　司　　 

 

八街市告示第１７２号 

八街市健康プラン策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条　健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項及び歯科口腔

保健の推進に関する法律（平成２３年法律第９５号）第３条第２項の規定に

基づく健康増進計画、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１

項の規定に基づく食育推進計画及び自殺対策基本法（平成１８年法律第８５

号）第１３条第２項の規定に基づく自殺対策計画の関連性を重視し、一体的

な総合計画である令和１０年度から開始する次期の八街市健康プラン（以下

「プラン」という。）を策定するため、八街市健康プラン策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（委員会） 

第２条　委員会は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織する。 

２　委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３　委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。 

４　委員長は、委員会を統括し、委員会の会議を招集し、その議長となる。 

５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

（委員会の任務） 

第３条　委員会は、プラン策定に向けた基本的な方針を決定し、次条に規定す

る作業部会に示すものとする。 

２　委員会は、各作業部会から提出された草案の整合性を図り、計画の素案を

策定する。 

３　委員会は、プランの素案を八街市健康づくり推進協議会に提出し、意見を



 

求め、必要に応じて計画の素案を修正し、市長へ提出するものとする。 

（作業部会） 

第４条　委員会の下に作業部会を設置する。 

２　作業部会は、健康増進計画策定作業部会、食育推進計画策定作業部会及び

自殺対策計画策定作業部会をもって構成する。 

３　作業部会は、別表第２に掲げる各課等から選出された者をもって組織する。 

４　作業部会に部会長及び副部会長を置く。 

５　健康増進計画策定作業部会、自殺対策計画策定作業部会の部会長は健康福

祉部健康増進課長を、食育推進計画策定作業部会の部会長は地域振興部農政

課長をもって充て、副部会長は各部会長が指名する者をもって充てる。 

６　部会長は、作業部会を統括し、作業部会の会議を招集し、その議長となる。 

７　部会長は、議事等の内容により必要と認める場合は合同で作業部会を開催

することができる。 

８　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

（作業部会の任務） 

第５条　各作業部会は、委員会の示した基本的な方針に基づき、プラン策定に

係る全庁的な連絡調整に当たるとともに、各部門別の政策課題に応じ、プラ

ン策定に関する調査及び検討を行い、草案を作成し、委員会に提出するもの

とする。 

（意見の聴取等） 

第６条　委員長及び各部会長が必要と認めるときは、関係者に会議への出席を

求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条　委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（補則） 

第８条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 



 

１　この告示は、公示の日から施行する。 

（失効） 

２　この告示は、プランが策定された日に、その効力を失う。 

 



 

別表第１（第２条第１項） 

 副市長

 教育長

 総務部長

 市民部長

 健康福祉部長

 地域振興部長

 建設部長

 教育部長

 総務部秘書広報課長

 総務部総務課長

 総務部企画政策課長

 総務部財政課長

 市民部国保年金課長

 健康福祉部社会福祉課長

 健康福祉部障がい福祉課長

 健康福祉部高齢者福祉課長

 健康福祉部子育て支援課長

 健康福祉部健康増進課長

 地域振興部農政課長

 地域振興部まちづくり振興課長

 建設部道路河川課長

 建設部都市計画課長

 教育委員会教育総務課長

 教育委員会学校教育課長

 教育委員会生涯学習課長

 八街市学校給食センター所長

 八街市立八街第一幼稚園長



 

別表第２（第４条第３項） 

 八街市立保育園長の代表

 健康増進

計画策定

作業部会

食育推進

計画策定

作業部会

自殺対策

計画策定

作業部会

 総務部秘書広報課 ○ ○ ○

 総務部総務課 ○ ○ ○

 総務部企画政策課 ○ ○ ○

 総務部財政課 ○ ○ ○

 市民部国保年金課 ○ ○ ○

 健康福祉部社会福祉課 ○ ○ ○

 健康福祉部障がい福祉課 ○ ○ ○

 健康福祉部高齢者福祉課 ○ ○ ○

 健康福祉部子育て支援課 ○ ○ ○

 健康福祉部健康増進課 ○ ○ ○

 地域振興部農政課 ○ ○ ○

 地域振興部まちづくり振

興課
○ ○ ○

 建設部道路河川課 ○

 建設部都市計画課 ○

 教育委員会教育総務課 ○ ○ ○

 教育委員会学校教育課 ○ ○ ○

 教育委員会生涯学習課 ○ ○ ○

 八街市学校給食センター ○ ○

 八街市立八街第一幼稚園 ○ ○

 八街市立保育園 ○ ○


